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前 文 

鎌倉は、海と山の美しい自然環境とゆたかな歴史的遺産をもつ古都であり、 

わたくしたち市民のふるさとです。すでに平和都市であることを宣言したわたく 

したちは、平和を信条とし、世界の国々との友好に努めるとともに、わたくした 

ちの鎌倉がその風格を保ち、さらに高度の文化都市として発展することを願い、 

ここに市民憲章を定めます。 

 

本 文 

１  わたくしたちは、お互いの友愛と連帯意識を深め、すすんで市政に参加し、 

住民自治を確立します。 

１  わたくしたちは、健康でゆたかな市民生活をより向上させるため、教育・ 

文化・福祉の充実に努めます。 

１  わたくしたちは、鎌倉の歴史的遺産と自然及び生活環境を破壊から守り、 

責任をもってこれを後世に伝えます。 

１  わたくしたちは、各地域それぞれの特性を生かし、調和と活力のあるまち 

づくりに努めます。 

１  わたくしたちは、鎌倉が世界の鎌倉であることを誇りとし、訪れる人々に 

良識と善意をもって接します。 



 

計画目標の推進 

は じ め に 

「鎌倉市環境基本計画」は、環境保全に係る施策を総合的かつ計画的に推進を図るため、鎌倉市環境

基本条例に基づき策定される基本的計画であり、「鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画」は、「地球温

暖化対策の推進に関する法律」に基づく地方公共団体実行計画として、また鎌倉市環境基本計画の目

標の項目「地球環境」に関する施策を推進するための計画として策定しています。 

また、「鎌倉市環境教育行動計画」は、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基

づく「環境教育行動計画」に位置付けられるとともに、鎌倉市環境基本計画の目標の項目「環境教育」に

おける目標達成のための計画としても位置付けられています。   

市では、これらの計画により、複数の視点から環境保全の取組みを推進してきました。これまでこれら３

つの計画は、別々の冊子で策定していましたが、いずれの計画も平成 27 年度が計画期間の最終年度と

なっており、互いに関連が強いことから、これらの計画の改定にあたり、一つの冊子にまとめることとしまし

た。 なお、「鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画」及び「鎌倉市環境教育行動計画」は、それぞれの根

拠法の改正を受けて、これまでの「鎌倉市地球温暖化対策地域推進計画」及び「鎌倉市地球温暖化対策

地域推進計画」から名称を変更しています。 

 鎌倉市環境基本計画を始めとする環境関連の計画は相互に整合を図りながら各部門の施策を展開しま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

鎌倉市環境基本計画 

基本方針 

計画の目標 

施策の展開など 

   

鎌倉市環境基本条例 

●３つの基本理念 

●市の施策の策定、実施に

当たっての環境保全努力 

 

【各部門の個別計画】 

・鎌倉市緑の基本計画 

・鎌倉市一般廃棄物処理基本計画 

・鎌倉市災害廃棄物等処理計画 

・鎌倉市地域防災計画 

・鎌倉市観光基本計画 

・鎌倉市景観計画 

・鎌倉市地域地区交通計画 

・鎌倉市交通マスタープラン 

・鎌倉市住宅マスタープラン  

・鎌倉市歴史的風致維持向上計画 

など 

など   

第３次鎌倉市総合計画 
基本構想・基本計画・実施計画 

 

・鎌倉市緑の保全及び創造に関する条例 

・鎌倉市都市景観条例 

・鎌倉市深夜花火の防止に関する条例 

・鎌倉市落書き防止条例 

・鎌倉市あき地の環境保全に関する条例 

・鎌倉市海岸の環境保全に関する条例                                                   など 

基本理念の実現 

計画推進に関する主な条例 

・鎌倉市都市マスタープラン 

・鎌倉市公共施設再編計画 

・鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画 

鎌倉市地球 

温暖化対策 

地域実行計画  

鎌倉市環境 

教育行動計画 

   

鎌倉市エネ

ルギー基本

計画 

   

鎌倉市エネルギー実施計画 

   

・鎌倉市廃棄物の減量化、資源化及び処理に関する条例 

・鎌倉市まちづくり条例 

・鎌倉市みんなでごみの散乱のない美しいまちをつくる条例 

・鎌倉市喫煙防止に関する条例 

・鎌倉市廃棄物の不法投棄の防止に関する条例 

環境基本法 

地球温暖化対策の
推進に関する法律 

環境教育等による環
境保全の取組の促進
に関する法律 

鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エ
ネルギー導入の促進に関する条例 

整合 

整合 
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